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　12月6日、髙島市長に対し「令和6年度予算要望」を手渡しました。
　所属会派の福岡市民クラブとして2023年の選挙時に新たにお示しした「会派基本政策2023」をもとに、令和6年度の
予算に反映してほしい事項や政策をまとめ、市長に直接提出いたしました。
　日頃の地域活動で頂いたお声や議会活動報告会で皆様から頂いたご意見ご要望も踏まえまとめています。
当日は、市長はじめ副市長や関係局長も同席頂き、現在進んでいる次年度の予算編成に私たちの要望・政策が反映され
るよう、要望内容の趣旨について説明しました。　詳しくは、裏面の会派ページをご覧ください！

市長に予算要望を提出

2023年12月11日～19日、福岡市議会12月定例会が
開かれました。物価高騰対策に関連した予算の補正や、
条例改正についての計58議案について審議しました。

12月議会に提出された58件の議案の中から議案質疑では以下の案件に
ついて取り上げました。裏面にも議案関連記事がございますのでご覧ください。

議案質疑

ポイント①

のポイント

「福岡市保健所及び保健センター条例案」

趣旨の概要を説明する井上 予算要望の様子

福岡市議会議員

　今年は元旦に能登半島地震、２日には日航機と海保機との衝突事故、さらに翌日は北九州市の小倉で

またしても大きな火災が起こるなど、心を痛めるニュースが続く年明けとなりました。改めて令和6年能登半島

地震でお亡くなりになられた方のご冥福をお祈りするとともに、被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。�

　本市でもいつ大きな災害や事故が起こるか分かりません。

　これからもより一層 地域の皆様とともに防災・減災について取り組んでまいります。

　本年も皆様のご指導ご鞭撻のほど宜しくお願い致します。
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1989年（平成元年） 志免町生まれ
2008年（平成20年） 福岡県立明善高等学校卒業
2013年（平成25年） 九州大学 21世紀プログラム課程卒業
2015年（平成27年） 株式会社リクルートジョブズ入社
2018年（平成30年） 衆議院議員いなとみ修二　秘書
2019年（平成31年） 福岡市議会議員選挙初当選
2023年（令和5年） 福岡市議会議員選挙2期目当選
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当日の模様は
動画でも

ご覧いただけます！
▼

◆ご挨拶
◆市長に予算要望を提出
◆令和５年第６回福岡市議会（12月定例会）にて
　議案質疑に登壇！
　・ポイント①「福岡市保健所及び保健センター条例案」
　・ポイント②「各区老人福祉センターの指定管理者の指定」について

令和５年第６回福岡市議会（12月定例会）にて議案質疑に登壇！

　議案の中で突然出てきた「保健所機能の一元化」というワードに、マスコミも大々的に取り上げ不安を感じられた方もおられる
のではないでしょうか。私たちにとっても、今回の体制の見直しについては突然の提案であり、賛成すべきか、反対すべきかについ
て1週間で結論を出さねばならず大変苦慮しました。「保健所の一元化」と聞くと、「７区に一つずつある保健所を福岡市で一つとす
ることは、保健所機能の大幅縮小ではないか」といった懸念や、「これまで区役所や区役所近辺にある保健福祉センターで対応し
ていたものも、すべて中央区の保健所まで通わないといけなくなるの？」といった不安の声も多くいただきました。
議案質疑の場では、今回の体制見直しは保健所機能の縮小を目的とするのものではないということや、これまで
利用していた各窓口についてはこれまで通りで何も変わらないということを確認いたしました。コロナ禍を経て浮き
彫りとなったこれまでの保健所運営にかかる諸課題について、一元化を通し改善していくという説明でしたので、今後も保健所機
能の充実強化については注視して参ります。

　今回の議案は、指定管理者（市の指定を受け市有施設の運営管理を代行する事業者）の指定に関する議案ですが、事業者の選
定にあたっては通常公募の上で5年間を目安に指定を行うのが通例です。今回の指定が、非公募でかつ2年間のみの指定となった
理由は、令和6年度から老人福祉センターの機能見直しに伴う施設改修等が予定されていることが大きく関係しています。具体的
な改修内容やスケジュールなどはこれから出てくるものと思われますが、大幅見直しを行うのであれば、センターの利
用者をもっと増やすべく、多くの市民にとって利用しやすい施設とすべきであるという視点で、意見を述べ
ました。議会での本格的な議論は詳細な内容が出てきてからということになりますが、多様な市民の声が反
映された機能強化となるよう、こちらについてもしっかりと注視して参ります。

ポイント②「各区老人福祉センターの指定管理者の指定」について
内容：各区老人福祉センターの指定管理者について、非公募により現在の指定管理者に引き続き指定をする
というもの(令和6年4月～令和8年3月までの2年間)内容

これまで各区ごとに保健所を設置していたところを、市で1つの保健所として一元化。
また各区には保健センターとして保健福祉サービスの窓口を残すための改正案。内容
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